
事 務 連 絡 

令和３年１０月２９日 

 

別記 ご担当者 各位 

 

国 土 交 通 省 海 事 局 

安全政策課危機管理室 

 

 

今後の催物の開催制限等の取扱いについて 

 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、別添のとおり、今後の催物の開催制限等については、「新型コロナウイルス感染症に

関する今後の取組」（新型コロナウイルス感染症対策本部（令和３年９月２８日）決定）にお

ける「ワクチン・検査パッケージの活用及び感染防止安全計画の都道府県による確認を受け

た場合には、現行の人数上限を上回る人数及び収容率１００％でのイベントの実施を可能と

する。」との方針の下、現在見直しを行っているところであり、見直しまでの当面の間は現在

の開催制限等を維持することから、引き続き、その取扱いに留意されたいとの通知が、内閣

官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長よりありました。 

つきましては、貴団体等におかれましては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の防止にご協力頂いているところですが、別添を含む本内容について、傘下事業者等に

周知頂き、引き続き感染防止に万全を期すとともに、事業継続が可能な体制の整備等に適切

に対応いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

（別添）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡 

「今後の催物の開催制限等の取扱いについて」 
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一般財団法人 日本モーターボート競走会 
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